
件名 :浅井文化ホール

憾 工ヽ 弟 と'J

注 1 欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版 )を作成してください
9

注 2 下線部分については、長浜文化芸術会館、浅井文化ホール及び木之本スティックホールのみについ

ての内容です。他の施設には関係ありませた′。

事業計画書

1.管理運営についての基本方針

(1)管理施設の管理運営についての基本方針を提示 してください。

長浜市において複数の文化ホールがありますが、浅井文化ホールは最大の客席数を

有する施設であり、鑑賞型の事業々展開するにふさわしい設備が備わつたホールで

す。音楽や演劇、伝統芸能といつたさまざまな文化芸術の分野において、高いレベル

の公演事業を推進することが役 日と心得え取 り組んでまい ります。また、市民の福祉

や生活文化の向上を目的とされ、広域はもとより、旧浅井町、旧東浅井郡に関する団

体との連携や協力、地域振興に寄与することも重要な役割としヽ 管理施設の運営にお

いて次の 3つを基本理念 とし、4つの基本方針の基に取 り組んでまいります。

1.基本理念

① 自利利他の精神による地域社会への貢献と地域の共生

② 感謝の念と謙虚な心を育む自己研鑽

③ ロハスの精神を基本とした持続可能な取り込みと人材育成

2.基本方針

① 文化、芸術の発信基地となる施設

質の高い鑑賞型事業の実施を行い、文化芸術の振興を推進します。そして

公共ホールの役割として、市民の自発的な文化芸術活動の支援を行つていき、

住民主体のホール運営に務めます。芸術普及と地域の利便性の平準化、学校

教育との連携を図るなど地方のホールに求められるアウトリーチ事業を積極

的に行います。また将来の芸術家となるアーテイス トの支援と文化創造を行

っていきます。

② 地域の活性化に貢献することを目指した施設      ―

芸術は「人の心を豊かにし、癒し、感動を与える」原動力があります。そ

してホールはこれらの原動力を地域につなぐ役割があります。こうい?た こ

とから、質の高い公演を実施するだけでなく、市民型の協働事業の企画や行

政型の協働事業を担い、地方の公共ホールにふさわしい文化芸術による地域

2



の活性化に貢献 します。また生涯学習講座を開催 し、いつでも気軽に来館で

き、住民の憩いの場となる施設運営を行います。また施設運営に必要な人員

や物品の購入は地元優先に配慮します。

③ 長浜市全域と連携した取り組み

長浜市内の複数の文化ホールの中で特に文化芸術に重点を置いた施設と位

置付けられていますが、浅井文化ホエル自身の文化芸術の推進はもとより、

市内にある文化ホールや公共施設、それを運営する団体や指定管理者と連携

を行い、浅井文化ホールが中心となり、共に文化芸術の振興に務め、地域の

利便性の平準化を達成するべく、共同事業を行 うなどアー トマネージメント

を他の施設に提供することで長浜市全体の文化芸術振興を行います。

④ 安心安全を最優先とした運営

危機管理マニュアルを作成し、事故や災害時には長浜市や関係部署への連

絡を含め迅速かつ適切な対応を図ります。定期的な設備点検や清掃はチェッ

クシー トを作成し日常的に実施します。消防訓練の他、AED謝1練や救急救命

措置、消防計画に基づく消防教育を行います。個人情報の取り扱いは「個人

情報に関する法律」及び「長浜市個人情報保護条例」の規定を遵守し適切な

対応に努めます。舞台技術向上のための積極的な研修の参加や公共文化ホー

ル協議会に参加することで、最新の安全対策の情報を取得します。またアン

ケー トを実施し、利用者の満足度に活かします。

(2)貴団体が、指定管理者を希望する理由 。目的を提示してください。

株式会社ロハス長浜は市内 4か所の指定管理施設を運営しています。どの施設も基

本理念に基づく、地域社会への貢献と地域の共生、持続可能な取り組みを行い運営し

ています。特に長浜市の雇用創出や地域振興の面で寄与したいと考えています。長浜

市の合併以来、行政では様々な施策と効率化が進んでおりますが、地域住民の根底か

らおこるまちづくりや地域振興は、地域での雇用や、その地域での団体との連搾ヵや取

り組みが必要になります。地域住民の価値観は「モノからこころ」へ転換されてきて

いる中(心を豊かにするもの。人と人を結ぶこと。生きる力を生み出すもの。が地球

の活性化につながると考えます。合併後、行政からの住民の自立が求められている今、

人材の育成や地域の活力や特徴を活かした自発的な取り組みが必要となります。文化

事業は「,い を豊かにする。癒す。感動する」と人に与える影響が大きく、文化芸術事

業を中心にまちづくりを考えることは、より効果的に地域の活性化につながると考え

ています。また、文化芸術事業は学校や教育、福祉、企業などさまざまな機関と連携

して取り組むことができ、尚ユつこれまで長きに渡り培われてきた長浜市の歴史と共

に歩める分野です。このことから当社が目指す理念と公共ホールに求められる役割が

一致することから、地域社会への貢献に力をつくしたいと考えています。

)
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2.維持管理に関する業務

(1)維持管理業務仕様一覧の内容をふまえ、維持管理業務の具体的な内容、方法、

頻度等について標準的な年間作業計画を作成してください (A4版・任意様

式)。 なお、その中では、仕様一覧の内容を上回る部分について積極的に提案

してください。

① 維持管理業務については年間作業計画に基づき行います。 (任意様式 1)

② 防火対象物定期,点検、特殊建築物定期点検、空調設備保守′点検、消防設備保

守点検、建築設備定期点検、自家用電気工作物保安管理、環境衛生管理、灯

油地下タンク貯蔵定期点検、ボイラー排ガス測定等については、免許を有す

る専門業者による点検委託を仕様書に基づき実施します。また異常がある場

合は、市及び関係機関へ連絡するなど的確な対応を図ります。

③ 日常や定期的な保守点検は「点検チエンクシ~卜」(資料 1)イこより社員が実

施します。

④ 機構設備、音智設備、照明設備の保守点検は仕様書に基づき専門業者による

点検委託を実施します。また舞台技術者社員による日常点検を実施します。

⑤ ピアノの保守点検は年 1回の実施し、調律は年 2回の実施を行います。

⑥ 備品については適正な管理を行い、不良や事故があつた場合は直ちに市へ連

絡します。消耗品等は無駄をなくし、必要な数を調達します。

⑦ 施設内清掃作業、施設周辺の清掃作業は「清掃チェックシー ト」 (資料 2)イこ

基づき行います。また トイレの清掃く施設周辺のごみ拾いは 1日 2回実施し

ます。

③ 除雪は社員による除雪を実施し、必要に応じて業者萎託を行い除雪機械によ

る除雪を実施します。

⑨ 保安警備にらぃてはセコムによる機械務警備を行い、24時間体制の保安業務を

行います。尚、夜間業務については携帯用の非常ベルを携帯し業務に務めま

す。

⑩ 駐車場については駐車場の安全確保や迷惑駐車の防止等を随時行い、万全を

期します。特に多数の集客が見込まれるときは、長浜市役所浅井支所の駐車

場あ利用申請を行い、駐車場の誘導や安全、迷惑駐車の防止、浅井支所の来

庁者の駐車場確保に努めますもまた大ホールの利用者となる主催団体に対し

ても徹底して注意喚起を行いますυ

(2)緊急事態 (災害・事故等)における対応体制や、その予防対策について、具体

的に提示 して ください。
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①危機管理マニュアルを作成し、またそれに基づき社員教育を行い、事故や災害時

に迅速な対応を図 ります。 (資料 3)

②消防計画に基づいた、消防、防災訓練による周知徹底により危機管理手順、紺応

能力を高め、リスク管理に努めます。

ア)消防訓練   年 2回

イ)AED講 習  年 1回

ウ)危機管理研修 年 1回

工)消防対策会議 年 1回

③利用者の安全確保を最優先します。

ア)防火管理者資格を有する社員による消防計画を作成及び見直 しを行

い、防火に万全を期 します。

イ)けが等に対 しては必要な応急措置を行 うとともに、必要に応 じて救急

車の出動を要請 します。

ウ)火災、自然災害等が発生 した場合は、危機管理マニュアル、消防計画

に基づき、適切な緊急姑応を図 ります。

工)市の緊急事態等にあつては市の指示に従い避難所 として開放するとと

もに、市と協力 して避難所運営にあた ります。

⑤ 全国公立文化施設協会、滋賀県公立文化施設協議会に加盟し、防災教育や最新の

危機管理の対策の研修を受講するとともに、情報交換を行います。

(3)必要な有資格者の選任、配置方法について、具体的に提示してください。また、

貴団体において、最低限必要なものに加えて有益な有資格者を管理施設に配置で

きる場合には、その内容や効果について提案してください。

①防火管理者 (甲種防火管理者講習修了者)…防火上必要な業務を適切に遂行で

き、防火上の管理を委任する者で施設管理に必要。取得者を選任。取得有。

② 危【父物取扱者 (乙類第 4種)…一定数量以上の危険物を貯蔵しヽ又は取り扱

う施設に配置するもので防火上必要。取得者を選任。取得有。

③ 第 3種電気主任技術者…受電設備や配線、電気設備の保安監督に必要 委託

管理者で選任する

④ 建築物環境衛生管理技術者…建築物の環境衛生の維持管理に関する監督に必

要。委託管理者で選任する

⑤ 2級ボイラー技師…ボイラー取扱作業主任者 委託業者で選任する

⑥ 食品衛生責任者…食事等の提供業務に必要。取得者が選任。取得有。

⑦ 簿記 2級…経理事務に必要。取得有。

③ 劇場 。音楽堂等ア‐ トマネージメン ト…アー トマネージメン トに必要な知
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識、プロデユーサー 修了証をイ呆有。

③ 音響技術者技能認定 2級…音響技術者に有益。取得有。

⑩ びわ湖ホール舞台技術研修 。舞台照明コース修了…照明技術者の基礎知識保持。

修了証を保有

⑪ 滋賀県公共文化施設協会舞台技術研修i舞台機構…舞台スタンフに必要な基本知

識。研修修了。
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3.利用料金および休業日 口開業時間

(1)利用料金の設定と設定根拠、事業年度ごとの利用料金収入の見込みについて提

示してください。特に(施設条例に定める額の範囲内で既存料金からの改定を行

う場合には、その内容を具体的に提示 してください。

利用料金は、「長浜市市民文化ホーアレ条例」の使用料とします。

(2)休業 日 。開業時間の変更について、具体的な考え方を提示してください。

開業時間については長浜市市民文化ホール条例通 りとします。

体業日は

条例

① 月曜日

② 国民の祝日に関する法律に基づく休日の翌日

③ 12月 29日 ～1月 3日

そこで、利用状況を向上させると共に利用者の利便性の向上を図るため、休

日を

① 月曜日

② 12月 29日 ～1月 3日

条例通 りの場合、休 日め翌日を休業にすると利用者からの開館要望が多く、

また開館 した場合、利用料金が時間外使用料金 となるため、利用者の負担が

あった。国民の休 日が月曜 日に集中していることから、月曜 日に定期的なサ

ークルの利用をさけることもあり、また祝 日の翌 日となる火曜 日も定期利用

が行えないとの意見も多数ある。月曜 日の祝 日の利用者は年間にわたつて少

ない。但 し、事業の予備 日として月曜 日を予約 されることもあるので、完全

に月曜 日を休業 日とすると、時間外利用の使用料の負担が大きくなる。よつ

て、月曜 日を休業 日と決め、祝 日となる月曜 日は事前に使用申請のあつた 日

のみ開館すると改訂 したい。顧客満足度を高めることができ、利用者負担が

少なくサー ビスの向上が見込まれる。
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4.利用イ
i足進およびサービスの向上

利用促進に向けた具体的な取組み (施設機能の活用、広報活動等)と 、サービスの

向上のための具体的な取組み (市民 。利用者のニーズの把握、苦情 。要望対応等)に

ついて提示してください。なお、ここでは自主事業について具体的に提示する必要は

ありません。自主事業の内容については、 6。 において提示してください。

① お客様からの要望の多い体験講座や文化講座などニーズに合つた生涯学習講座を

実施します。(現在、前期講座 12講座  後期 12講座、年間の単発講座 5講座

を開講しており引き続き実施します)

② 者Ь度アンケー トを実施し、利用者のニーズの把握を行い、苦情や要望対応の継続

的な業務改善に努めます。

③ ホームページや SNS、 チラシ等で長浜市民に親しみが持て、わかりやすい内容で

情報を提供します。長浜市の広報や、長浜市に関連する「子育て応援サイ ト・な

がまるキッズ」や市民のイベント交流となつているfacebookページ「みんなで作

る長浜市イベントガイ ド」、インターネット情報番組 「STUD10こ ほく」等に積極

的に情報を提供するほかヽ各新聞等のメディア今プレスリリースを行います。

④ 市内や隣接地域の文化ホールが扱 う公演チケットの販売や県内の公演の案内など

を積極的に行い、利便性の高い施設に努めます。

⑤ 市内の文化サークル、生涯学習教室が開催する展示会や発表会の開催を支援しま

す。また市民が主体となつたライブやコンサー トの開催についてもチケットの販

売窓日や情報提供を行 うなど支援し、地域文化を振興することにより利用者の増

加に努めます。

⑥ 長浜市文化芸術協会や地域づくり協議会、公民館等の団体と連携し、施設運営に

関する意見交換を行い、より利便性の高い施設運営を目指します。

⑦ 個人や企業から構成する「あしながほほえみプロジエクト」にて、市内の子ども

たちに、「豊かな心を育む感動体験の提供」=「公演ケットのプレゼント」を行い、

質の高い公演を鑑賞することによる文化芸術の振興と、地域と子どもを結ぶホー

ルとして親しみを持つていただける施設となるよう運営に務めます。

③ あしながほほえみプロジエクトのメィバーによる運営検討委員会において、市民

や利用者のニーズあつた事業の展開や施設の管理を行います。
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5.組織体制

株式会社ロハス長浜

レジャー施設文化施設

高山キャンプ場

(■ 名 )

ウッディアヾル余呉

(24名 )

臨湖

(4名 )

館長 1名

受付 。庶務 (舞台補助)

1名

舞台

2名

企画・受付

1名

― ァレ

(1)管理施設における組織体制、人員配置、人材の育成 。確保等についての基本的

な考え方を提示 してください。

これまでの指定管理者経営に関するノウハウを活かし、尚且つ、広域地域、多角経

営による経験を活かし、民間の活力によるサービスの提供が可能な組織とします。公

演事業等で人員が必要な際や、事故あるときは全施設の社員の協力の下、任務を遂行

します。浅井文化ホールの常勤社員は、決められた職務の役割を果たすことを厳守す

るとともに、アー トマネージメント、舞台技術については決められた役割に関係なく

職務の向上を目指し、全てのスタッフが研修を行います。また、さまざまな地域組織

団体との連携、協働事業を行なえる人材育成を行います。

組織図

【館長】責任者として、施設管理、事業企画を行うと共に、スタッフの指示や金銭管

理、物品の購入、クレーム処理、スタッフ研修等に当たります。また個人情報管理責

任者、浅井文化ホールの防火管理者、(株)ロ ノくス長浜本体の施設防火責任者となり

ます。

【企画・受付】事業企画を行うと共に、受付業務、予約管理、顧客名簿管理を行いま

す。
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勤務

時間

年齢務

験

数

実

経

年

用

態

一雁

形

資格・能力担当業務役職

週 16

時間

40代35 正規

非常勤

防火管理者

危険物取扱者

広域連携を含め

た運営業務

施設監督

統括

週 40

時間

40+ヽ11 正規

常勤

防火管理者

食品衛生責任者

庁必ll場 。音楽堂等アー トマ

ネージメント研修・修了

証

館長 総括業務

20+ヽ 過 40

時間

正規

常勤

2防火管理者

音響技術者技能認定3級

取得予定

企画

受付

事業企画

受付

予約管理

顧客管理

週 40

時間

40代8 規

勤

正

常

音響技術者技能認定 2級

滋賀県公共文化施設協

会舞台技術研修・舞台機

構修了

音響・舞台舞台

技術

【舞台】音響、照明、舞台機構の技術を行う。また備品、舞台器具の日常点検、管理

を行 う。舞台技術のない時は、受付業務を行う。

【受付 。庶務】受付業務、予約管理、顧客名簿管理を行 うと共に、施設の日常点検、

舞台技術が必要な時は、舞台業務を行う。

【スタンフ全体】施設の清掃や 日常点検を行い。また施設内の防火担当責任者として

の役割を行います。

【ロハス長浜本体】浅井文化ホールの施設運営に関して監視、監督を行い、必要な時

は、代務を行う。総務、会計、労務は一括管理を行います。

(2)管理施設におぃて予定してv｀ る人員配置について、職員ごとに役職、担婆業

務内容、資格、実務経験年数、雇用形態 (正規・非正規)、 年齢、勤務時間等

を具体的に提示 してください。また、長浜文化芸術会館、浅井文化ホール及

ク ― ァレ つ い の ついて

提示してください。
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週 40

時間

正規

常勤

20代5びわ湖ホエル舞台技術

研修・舞台照明コース修

了

食品衛生責任者

舞台

技術

照明 。舞台

週 20

時間

50代1 非正規

非常勤

大型自動車第Ⅱ種免許受付業務

予約管理

顧客管理´

舞台

付

務

受

庶

50代 週 8

時間

10 正規

非常勤

日商簿記二級資格総務・会計総務

週 8

時間

非正規

非常勤

60代30清掃 清掃業務

(3)標準的な lヵ 月分の勤務ローテーシヨンを作成 してください (A4版・任意様

式 )。

別紙の通 り (任意様式 2)
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6。 自主事業

管理施設を利用した自主事業の実施計画について提示してください。なお、それぞ

れの事業ごとに収支計画書を添付してください (A4版・任意様式)。

別紙の通 り (任意様式 3)

12



7.その他

利用者数利用件数

26,300121大ホール

18,720490小ホール

108 1,760調理実習室

5,620350美術室

23,100160ホワイエ・ギャラリー

70,5001 229全体

(1) 事業年度ごとの施設利用件数、利用者数の見込み (施設ごと)と 、その根拠

について提示 してください。

1年間の稼働 日を 300日 で計算すると、美術室や小ホールなど比較的に使用

しやすい部屋は毎日稼働 し、弊社が運営する前に比べると、過去 5年間の運営

で利用件数は 35%の増力日を達成し、大きく伸ばしてきた。2期 目に当たる、平

成 31年度からは、1件当たりの利用人数を増やすべく、1日 の利用者の人数を

前年度より5名増加の明確な目標をもつて運営していきたいと考えていますと

また、この利用件数が、収支計画の施設不j用料の 3%の増加の目標となります。

●31年度

利用件数 利用者数

大ホール 117 24,300

小ホール 480 13,500

調理実習室 88 1,600

美術室 339 5,500

ホフイエ・ギヤラリー 150
９

留

９

， 000

全体 1,174 66, 900

032年度

利用件数 利用者数

大ホール 119 25,260

小ホール 485 13,600

調理実習室 98 1,680

美術室 345 5,560

ホワイエ・ギヤラリー 155 22,600

全体 1 202 68,700

038年度

13



(2)施設の管理運営における経費節減のための取組みについて、具体的に提示 |て

ください。

総務や会計といつた事務処理を弊社組織共同体制で行 うことにより、日常管理は必

要最小限の職員配置とし、尚且つ自主事業を行う際は組織全体から社員を配置し、人

件費の削減が可能です。消耗品の購入を弊社一括購入することで大量数の値引き購入

を行います。空調管理を適性に行い、無駄な電力や燃料を抑えます。電力供給契約は

弊社運営施設全体で契約を行い。毎年、歩契約の見直しを行い経費節減に努めます。社

員一人一人が経費節減の目標を持つて、電源 OFF、 裏紙の利用、交換可能文房具等を

使用することで経費節減を実行します。

(塁 )施設の管理運営における個人情報保護の取組みについて、具体的に提示してく

ださい。

個人情報の取り扱いについては「個人情報の保護に関する法律」及び「長浜市値l本

情報保護条例」等の規定を遵守し、個人情報の漏洩、減失またはユ父損の防止等適切な

管理に努めます。

① 館長を管理責任者とし、値l人情報が記録された媒体や書類については事務所

内の施錠できる保管庫で保管し、厳正な取り扱いに留意します。

② 施設の利用について必要な情報のみを収集し、目的以外の使用はしません。

③ 個人情報の持ち出しについては館長の許可を必要とします。

④ 不要な書類はシユレッダーで処分すます。

⑤ 個人情報のデータベ~ス はパスワー ドを設置し、適切な管理を行います。

⑥ 業務を外部委託する場合は相手に契約書等で同様の個人情報保護処置を求め

ます。

⑦ 社員研修を行い、情報管理の意識づけを図ります。

(4)施設の管理運営における環境に配慮した取組みについて、具体的に提示してく

ださい。

①可能な限り電気は消灯するなど節電に努めます。

②省エネ型の商品を採用します。

③アイドリングストップの看板掲示やチラシ配布により、エネルギ‐の削減に努め

ます。

④ゴミの分別を徹底するとともに、リサイクルの徹底によリリF出 ごみの削減を図り

ます。

⑤物品の購入に当たつては環境にやさしい商品の購入に努めます。

14



8.自 由提案

(1)施設長候補者においては、管理施設の設置目的の達成に向けて、どのような情

熱・思いをもつているのか、自由に記入してください。

浅井文化ホ
=ル

は長浜市の文化芸術の中心的役割を担 う施設であり、音楽や演濠ll、

伝統芸能 といつたさまざまな文化芸術の分野において公演事業を推進することが必

要です。同時に市内に複数の点在 した文化施設があり、これらの施設と連携 した事業

や、舞台備品の相互の有効活用を考えていかなければなりません。浅井文化ホールに

求められているのは、これらの施設のネットワーク化を行 うことだと考えています。

そして市内になる施設を束ね、芸術文化の普及に努めなければなりません。浅井文化

ホール とい うハー ドにとらわれない文化芸術振興を根差していきます。このために、

同じ志を持つ団体や、個人、文化芸術には直接関わることのない団体とも、長浜市の

発展のために協力 してくことを心得ています。

(2)貴団体についての PR、 施設の将来的な展望等について、自由に記入 してくだ

さい。

先の、基本方針にも記載しているとお り、弊社は常に「持続可能な社会をつくる」

こと「地域社会へ貢献できる企業」としてどうあるべきかを考えています。文化事業

は一見すると地域振興とは無縁のように思いますが、心を豊かにするものや、人と人

が結びつき感動する体験は、心を動かされ、明日への活力となつて人々によい刺激を

与えてくれます。文化事業をまちづ くりの中心に考えることは、地域の活性化につな

がるとホールを運営してみてよリー層感 じています。また、人材育成ということを考

えるならば、文化芸術事業が果たす役割は、とても大きいように思います。これまで、

4年間の音楽の演奏家を連れて小学校へ訪問し、ワークショップを行つてきました。

クランック音楽 と聞くと堅ぐるしいイメージで、子どもたちはどのように反応するか

当初は心配でしたが、実際に行つてみると、子どもたちの目はキラキラとして、食い

入るように演奏を楽しみます。多様な今の社会において、コミュニケーション能力を

向上していくことが、子どもたちに必要なことだと考えています。そのためには子ども

の心を豊かにする感動体験が必要ではないでしようか。この感動体験が感情や情緒を育

み、創造性を高め、子どもの情操を養 うことができると思うのです。こういつた意味で

文化芸術事業は、子どもの成長に寄り添える、素晴らしい事業だと思います。子どもた

ちの豊かな心が、長浜市の未来の発展 と豊かな社会を作 り出す原動力となることでしよ
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う。こういつたことから、弊社がホ■ルを運営し事業を行う際に大事にしていることは、

「この事業は地域の将来に役立つのか」「子どもたちの未来の発展になりうるか」という

ことです。質の高い公演事業と同じく、地域と一緒に子どもたちを育てていける事業、

感動と夢を与える舞台づくりです。こういつた考えに賛同して下さる企業や個人の皆様

と一緒に「あしながほほえみプロジエクト」を発足することができました。これは個人

や企業といつた地域の方々によつて、子どもたちに公演チケットをプレゼントする活動

です。29年度は921名の子どもたちに浅井文化ホールの公演を招待することができまし

た。この活動を通して、子どもたちへ届けられる夢のチケットが地域の方々からプレゼ

ントされることで、地域の支えによつて自分が生かされていること、家族や学校だけで

なく、地域のコミュニテイもまた、自分にとつて大切なものであることに気づいてもら

えたらと思います。子どもたちに「私が愛するまち “長浜"」 と自信をもつて宣言しても

らえるよう、今後もこの活動は糸睦続していきます。

浅井文化ホールが「社会貢献」「地域振興」あ理念のもと、多くの市民が文化芸術を楽

しむ施設にしたいと考えています。
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浅井文化ホール維持管理業務年間作業表

※塗りつぶしは維持管理業務仕様書一覧より上回る部分

区分 業務項目 業務内容 頻度

建築キ勿の維持管理

外観点検

内外装の仕上げ材の浮き。ひび割れ・はがれ、
かびの発生等の状況を確認。金属部分の腐食
状況を確認。

1回 /月

落書き点検 施設内外における落書きの有無を確認 随時

防火対象物定期点検 消防法の規定に基づく定期点検 1回/年

特殊建築物定期点検 建築基準法の規定に基づく定期点検 1回/3年

環境衛生管理

施設内における空気環境測定 6回 /年

施設内における害虫・ネズミ等の生息状況調査 6回 /年

害虫・ねずみ等の駆除 随時

建築設備の維持管

理
建築設備の維持管理 建築基準法の規定に基づく定期点検 1回/年

自家用電気工作物保
安管理

自家用電気工作物保安点検 1回/月

空調設備保守点検

パッケージエアコンロ吸収式冷温水器・ボイラー・

それらの自動制御機器の保守点検
4回/年

エアハンドリングユニット・ファンコイルユニット・

室外機等の清掃
4回/年

消防設備保守点検
自動火災報知機・屋内外消火栓・JF常用放送設
備等の機能点検 (機能点検 ,総合点検 )

2回/年

地下タンク埋蔵所定期
点検

消防法の規定に基づく定期点検 1回/年

灯油地下タンク・埋設
配管機密検査

灯油地下タンク・埋蔵配管の気相部・液相部の点検 1回/月

ボイラー排ガス測定 ボイラーの排ガス測定 1回/年

電灯設備点検 電灯設備の点検、電球等の交換 随時

備品等の維持管理

備品の維持管理
備品の維持管理 (整理整頓、清掃、破損・不具
合の確認等)備品台帳の管理

随時

ピアノ保守点検
専門業者によるピアノ(ヤマハECFⅢ S)のメンテ
ナンス(調律を含む)

1回 /年

消耗品の維持管理 消耗品の購入・管理 ,補給・交換等 随時

植栽の維持管理 樹木・植込みの剪定 樹木・植込みの剪定 随時

清掃業務 施設内定期清掃 床面掃き掃除 1回/週

施設内清掃

カーペットクリーニング(全館カーペット部分) 1回/年

ガラス磨き上げ(全館外回リガラス部分の外側・

内側 )

1回 /年

任意様式 1



区分 業務項目 業務内容 頻度

除雪作業

トイレの清掃
床面拭き掃除、便器・洗面台清掃、鏡磨き上げ、

汚物処理、トイレットペーパー・石鹸の補給
2回 /日

玄関の清掃 玄関周辺の掃き掃除、ドアのガラス磨き上げ 1回 /日

事務所受付のガラス

清掃
事務所受付のガラス磨き上げ 1回/日

屋上防水層の清掃 屋上防水糟のごみ・汚泥・こけ等の除去 2回/年

施設周辺口馬主車場の

清掃

ごみ拾い 1回 /日

除草、こけ等の除去 3回/年

その他施設内外の清
掃

その他の施設内外の清掃 随時

施設の玄関周辺・馬主

車場等の除雪
施設の玄聞周辺・馬主車場等の除雪 随時

保安警備業務 保安警備業務 開館時における事故口犯罪・災害の予防 通 年

機械警備 閉館時における機械警備による犯罪の予防 通年

駐車場交通管理業
務

駐車場の安全確保 自動車等の誘導 随時

迷惑駐車対策 周辺における迷惑駐車の防止 随時

舞台設備の維持 機構設備保守点検 機械設備 (吊 り物等)の保守点検 1回 /年

照明設備保守点検 照明設備の保守点検 1回 /年

音響設備保守点検 音響設備の保守点検 1回 /年

ホール審席いすの

維持管理 客席いすの点検 客席いすの破損等の有無を確認 ホール稼働日

任意様式 1
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館長 (常勤 )

正規 (常勤 )

正規 (常 勤 )

正規 (常勤 )

非正規 (非常勤)

非正規 (非常勤 )

正規 (非常勤 )

正規 (非常勤)

浅井文化ホール職員勤務ローテーション

08時 30分～17時 30分

013時00分～22時00分

□ 8時30分～12時 30分

月曜日定休日

任意様式2



自主事業計画及び収支予算計画

【和太鼓 倭‐YAM▲TO】

世界 54ヶ 国で公演を行う和太鼓「倭 YAMATO」 の公演。全身を躍動させ、波動を巻き起こ

すパフォーマンス。日本ツアーの長浜公演として毎年公演を行います。倭の指導による和太

鼓教室をカルチャー教室として開講し、プロと一緒のステージで成果発表を行います。

収入

支 出

項 目 内容 予算額

委託料 1,140,000

印刷製本費 チラシ、ポスター 140,000

宣伝広告費 ラジオ、広告 105,000

宿泊費 300 000

手数料 プレイガイ ド 30,000

通信運搬費 20,000

消耗品費 100,000

使用料 150,000

合計 l 985 ,000

【演劇 すわらじ劇園】

子どもたちの豊かな心が、未来の地域の発展と豊かな社会を作り出す原動力となります。

すわらじ劇園は「人が生きてく上で、大事な心とは ?」 という主題をもつて作品を創作され

ています。楽しく面白いお芝居の中に、子どもの道徳や情操教育に役立てる要素が多くあり、

親子で観たい、考えたい演劇公演を行います。

収入

項 目 内容 予算額

入場料 大人 @2,000× 150 240,000

子ども@1,000× 50

あしながほほえみプロジェクト負担金 @1,000× 200 200,000

補助金・助成金 400,000

合計 840,000

1

項 目 内容 予算額

入場料 大人 @3500× 860 1,385,000

子ども@2500× 50

あしながほほえみプロジェクト負担企 @2500× 40 100 ,000

補助金・助成金 500,000

合計 1,625,000

任意様式 3



項 目 内容 予算額

委託料 540,000

印刷製本費 チラシ、ポスター 90,000

宣伝広告費 新聞広告 20,000

手数料 プレイガイ ド 10,000

宿泊費 50,000

通信運搬費 10,000

消耗品費 20,000

使用料 100,000

合計 840,000

支出

【昔楽 愛知室内オーケス トラによるピアノと弦楽四重奏】

愛知室内オーケス トラは新田ゆりが常任指揮者として活動。国内では珍しい北欧音楽発

取り入れており、趣向を凝らした内容に定評があります。楽団員とともに演奏会の内容を企

画することができ、ワークションプや地元アーテイス トとの共演の実現が可能です。演奏会

では、長浜在住でピアニストとして今後活動が期待され、数々のコンクールで受賞している

長浜北中学生の演奏と楽団員の共演を行います。

収入

支出

項 目 内容 予算額

入場料 大人 @3,000× 150 690 000

親子ペア券@4,500× 40

子ども@2,000× 30

あしながほほえみプロジェクト負担金 @2,000× 120 240,000

補助金・助成金 900,000

合計 1,830,000

項 目 内容 予算額

委託料 1,460,000

印刷製本費 チラシ、ポスター 80,000

宣伝広告費 新聞広告 80,000

著作権料 30,000

手数料 プレイガイ ド 10,000

通信運搬費 30,000

消耗品費 50,000

使用料 90,000

合計 1,830,000

2



【ワ~ク シヨンプ あざい小劇場】

公募によつて集まつたメンバーで 12回のワークショップを重ねお芝居を創作 します。作

文を書いたり、日々感 じている事や想いを物語に活かしたりと、演劇を通して、子どもたち

に「考える」「創る」「伝える」を学んでもらう企画です。市内の演劇団体やすわらじ劇園に

指導を行つて頂きます。また大道具や小道具など演劇以外の創作活動も魅力の一つです。成

果公演では音楽のバン ドや吹奏楽などのコラボがあつたりと子どもも大人も、自らの力を

十分発揮できるプログラムです。

収入

支 出

【音楽 至近距離クラシックライブ×12回開催】

生の音楽の感動を知ってもらい、もつと身近に音楽を届けようと、月一回の開催を目指し

市内各地でクラシンクのデュオライブを開催します。ホールでの演奏会はチケット代が高

額で、クラシンク音楽が窮屈で敷居の高い存在になつていることを危惧し、気軽に楽しめる

演奏会を企画します。中学生以下は無料。しかもホールと違い、会議室程度の小さな空間に

演奏者の目の前で鑑賞することが可能です。質問コーナーや体験コーナーを設けるなど、演

奏者との距離を縮め、クラシックに初めて出会う人、クラシックが好きな人、共に楽しめる

演奏会です。

3

項 目 内容 予算額

ワークショップ参加費 大人 @6,000× 5 60,000

子ども@3,000× 10

入場料 大人 @1,000× 50 60,000

子ども@500× 20

あしながほほえみプロジェクト負担金 @500× 100 50,000

補助金・助成金 200,000

合計 870,000

項 目 内容 予算額

舞台設営費 大道具・小道具 60,000

印刷製本費 チラシ、ポスター、台本印刷 60,000

宣伝広告費 新聞広告 30,000

報償費 講師謝金 110,000

通信運搬費 10,000

消耗品費 30,000

手数料 10,000

使用料 60,000

合計 370,000



項 目 内容 予算額

入場料 大人 @1,000× 600 600,000

子ども 無料

あ|ィ ながほほ力みプロジエクト負担令 @1000× 800 300,000

合計 900,000

収入

支出

【アウトリーチ コンサー トとの感動の出会い倉1出事業】

子どもたちのコミュニケーションの育成を図るためには、感情や情緒を育み、倉J造性を高

め、心の働きを豊かにするための教育が必要ではないかと思います。その情操を養 うには、

自らの体験として感動や心のやすらぎ、生きる喜びを感じることが大切です。そして、感動

の空間を、普段共に過ごす仲間と共有する事が大事だとの思いから、演奏者が学校等地方公

共施設に出向き、ワークションプを行 うことで、音楽を身近に感じてもらうこと∩感動と希

望をもたらし、創造性を育み、人と人を結びつける役割を果たします。ワークシヨンプ後に、

ホールでの演奏会に招待することで、よリー層の感動体験を提供します。また市内の中学校

吹奏楽部との共演を企画します。

収入

支出

項 目 内容 予算額

委託料 650,000

印刷製本費 チラシ 50,000

宣伝広告費 新聞広告 70,000

通信運搬費 30,000

消耗品費 50,000

使用料 50,000

合計 900 ,000

項 目 内容 予算額

アウトリーチ

入場料 (ホ ール公演)

無料 0

@500× 100 50,000

あしながほほえみプロジェクト負担企 @500× 300 150,000

補助金・助成金 500,000

合計 700,000

項 目 内容 予算額

報償費 演奏者謝金 200,000

印刷製本費 チラシ・ポスター 40,000

交通費 演奏者 80,000

4



宿泊費 80,000

楽器運l版
卜費 20,000

著作権料 20,000

消耗品費 10,000

保険料 演奏者 10,000

現地移動費 30,000

委託費 ピアノ調律 130,000

使用料 80,000

合計 700,000

【一人ピアノジサイタル】

生演奏の舞台設備が整ったホールで演奏する機会を提供します。市内はもちろんのこと、

市外の方々にも公募することにより、ホールの PRにつなげていきます。ピアノだけでな

く、声楽や音源を必要としない楽器の演奏も可能。発表やコンクール前の練習として、小さ

なお子様から大人まで参力日いただける企画です。

収入

支 出

事業収支合計

項 目 内容 予算額

出演費 5分間 @800× 20 46,000

10分間 @1,500× 20

合計 46,000

項 目 内容 予算額

委託料 ピアノ調律 16,000

印刷製本費 チラシ 15,000

使用料 15,000

合計 46,000

項 目 収入 支 出

和太鼓 倭‐YAMATO 1,985,000 1,985,000

演劇 すわらじ劇園 840,000 840,000

愛知室内オークス トラ 1,880,000 1,830,000

あざい小劇場 370,000 370,000

至近距離クラシックライブ 900,000 900,000

アウトリーチ・コンサー ト 700,000 700,000

一人 ピア ノ リサイ タル 46,000 46,000

合 計 6,671,000 6,671,000

5



【カルチヤー教室事業】

【ホワイエ&ギヤラリー活用事業】

●地元作家による作品展

0フォトコンテストの開催「彩堀[一湖北写真展」

0浅井文化ホールのカルチヤー講座や施設利用サークルの作品展

6

講座名 内容 開催 日 料 金

‖簡単 !アロマテラピー
ハンドクリームや、化粧水などすぐに使え

る香りのオイルを作ります。

第 3火曜 日

19:00-20:30
(全 6回 )

受講料 12,000円

教材費3,000円

6ケ 月更新

2 カラーセラピー講座(昼 )

「色」が持つ効果を知り、自分に似合う色

や、色から自分の内面を知りましょう。

第1火曜日
10:30「ψll:30
(全 6回 )

受講料9,000円

6ヶ月更新

3 カラーセラピー講座(夜 )

「色」が持つ効果を知り、自分に似合う色

や、色から自分の内面を知りましょう。

第 4火曜 日

19:00-20:00
(全 6回 )

受講料9,000円

6ヶ 月更新

4 料理教室
健康な体を維持するために欠かせない食

事法と料理法を実践で学びます。

第 3水曜 日

19:00-21:00
(全 6回 )

9,000円

材料費 :各回500円 程度
6

5 編み物アラカルト
編み物の基本、棒針、かぎ針の技法を基

に新しい感覚を取り入れながら、四季を

通して様々な糸で編みます。

第 2日 4木曜 日

13:00～ 15:00
(全 12回 )

受講料 :毎月2,000円

材料費 :各回により必要

6 手作リパン教室
こね方や発酵についてなど、パン作りの

基礎から学びましょう。
月1回

(全 6回 )

受講料 :8,000円

材料費 :10,200円

6ケ 月豆新

7 リラックスヨガ(夜コース)

ヨガで健康な身体づくりをしましょう。呼吸
に動きを合わせることで、気づかないこわ
ばりがとれてリラックスできます。

水曜日
20:00-21:10
(月 3回 )

受講料 :5,400円

6ヶ月更新

8 リラックスコガ(昼コース)

ヨガで健康な身体づくりをしましょう。呼吸
に動きを合わせることで、気づかないこわ
ばりがとれてリラツクスできます。

金 曜 日

9:20'ψ 10:30

(月 3回 )

受講料 :5,400円

6ヶ月更新

9 フローヨガ
ヨガで健康な身体づくりをしましょう。普通
のヨガよりも動きがあり、体をしつかり動
かすヨガですし

金 曜 日

10:40-11:50
(月 3回 )

受講料 :5,400円

6ヶ月更新

01 マインドフルネスヨガ
ヨガで健康的な身体づくりをしましょう。静
かな空間で気持ちを落ち着かせ、ゆつくり

体を使います。

金 曜 日

7:30-21:00
(月 2回 )

受講料 :8,400円

6ヶ月更新

11 キッズダンス教室
体を動かすことで、身体能力を向上させ、

リズム感、表現力を身につけます。

初心者歓迎みんなで楽しくダンス !

火曜 日

19:00′W20:.00

(月 3回 )

受講料 :月 3,000円

1 2 YAMATO太鼓教室 (子ども)

倭―YAMATOによる太鼓教室。倭の公演
の出演を目指す本格的な教室です。

日曜 日

13:30-15:00
(月 3回 )

受講料 :月 登録料1,000円

+1回 1,500円

1 3 YAMATO太鼓教室 (大人)

倭―YAMATOによる太鼓教室。倭の公演
の出演を目指す本格的な教室です。

日曜 日

10:30-12:00
(月 3回 )

受講料 :月 登録料2,000円

+1回 1,500円

41 フォト講座 プロカメラマンから写真を学びます。 年2回 参加料600円

51 美容と健康料理教室
健康と美容に効果的な食材で、心も体も

リフレッシュ。野菜ソムリエの上井詩子氏

による座学と調理。

(全 3回 )6月 、11

月、1月

受講料 :各回3,000円

31年度 32年度 33年 度 計

収 入 4,100,000 4,150,000 4,200,000 12,450,000

支 出 2,800,000 2,300,000 2,300,000 8,400,000



週1回 (火曜日点検 )
|~~ 1月 1回 (第一火曜日点検 )

平成  年  月 担 当

※清掃を行つた月に丸を付けチェックを記入。基礎点検月以外の場合は行つた月を記載

施設点検チェックシート

チェック項 目

外観の仕上げ材の浮き、ひび割れ等

窓ガラスに異常はないか

施設内外落書き

害虫ロネズミ等はいないか

灯油地下タンクに異常はないか

電灯 B電気は点灯するか

屋上防水層にゴミや異常はないか

空調室外機等に異常はないか

エアハンドリングユニッHこ異常はないか

ファンコイルユニッHこ異常はないか

草刈が必要か

樹木等は枯れていないか

苔等のは発生していないか

客席いすの破損及び汚れはないか

ホール客席の床に汚れはないか

ドアに異常はないか

舞台備品はそろっているか

吊りもの等に異常はないか

照明機材に異常はないか

音響機材にいじょうはないか

ピアノに問題はないか

内容

建物の維持管理

植栽の維持及び草刈

ホール設備の維持

(舞台設備含む)

チエック項 目

電気は点灯するか

床は汚れていないか

壁にキズや汚れはないか

ドアに異常はないか

床のよごれはないか

電気は点灯するか

流しは汚れていないか

冷蔵庫に異常はないか

オーブンに異常はないか

調理備品はそろっているか

床はよごれていなか

電気は点灯するか

机口椅子に破損はないか

内容

小ホール維持

調理室の維持

美術室の維持

チェック基礎点検月

6、 8、 10月

6、 8、 10月

年清掃

こけ除去

除草作業 (草刈り)

資料 1



場所 内容 チェック1 チェック2 備考

施設内 掃除機がけ

トイレ(男 )

床面清掃

便器清掃

洗面台

鏡磨き上げ

汚物処理

トイレットペーパー補給

石鹸補給

トイレ(女 )

床面清掃

便器清掃

洗面台

鏡磨き上げ

汚物処理

トイレットペーパー補給

石鹸補給

トイレ(障害者 )

床面清掃

便器清掃

洗面台

鏡磨き上げ

汚物処理

トイレットペーパー補給

石鹸補給

玄関

玄関周辺の掃き

ドア磨き上げ

マットのゴミ

事務所
カウンターの清掃

掃除機がけ /
駐車場 ゴミ拾い

清掃チェックシート

担 当

※不具合や修理が必要な箇所がある場合は備考欄に記載

※ :||II II毎週火曜日のみ

チェック時間  ①8:3

平成  年 月 日

資料2
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危機管理マニュアル

浅井文化ホール

(指定管理者 :株式会社ロハス長浜)

施行日:平成 26年 3月 1日

平成 29年 4月 1日 改正

資料 3



1.基本方針

当マニュアルは、災害や事故が発生した際の浅井文化ホール従業員及び株式会社ロハス長浜

本部における行動指針と役割分担を定めるものとJる。 当マニュアルは、防災・危機管理について

の必要事項及びリスクの予防・回避、発災時の人命 の安全並びに被害の抑制・軽減、二次災害の

防止、早期業務再開を図ることを意図している。そのため、社員及び従業員は日頃から当マニュア

ルに目を通し、いざという時に当マニュアルに 従つた行動をとれるよう理解を深める必要がある。加

えて、当マニュアルに記載している事項以外であつても、企業人として社会的責任を果たすための行

動をとることを期待する。

① 初期対応にあたつては、自身および来場者等の人名の安全確保を最優先とする。また、従業員

は自身の安否情報の連絡を徹底するとともに、館長や対策本部の事務局は、従業員の安否情

報の収集を最優先取り組み事項とする。

② 施設や資産を保護するために、二次災害や盗難防止に努めるとともに、可能なかぎり重要書類

や重要資産を安全な場所に退避させるよう努める。

③ 長浜市の公共施設としてホールの施設提供を行うとともに、地域社会での救護・搬出活動を積

極的に行うように努める。

④ 初期対応が一段落した際に、被害状況を把握し、施設、設備、ライフライン、情報システムの早

期復旧と業務の早期再開に努める。

2.日 常の準備

通常では、緊急事態が何時発生するかの予測が困難なことから、日常から緊急事態に備えて、本

件「危機管理マニュアル」を周知徹底に加え、緊急時の連絡体制の確立、防災組織の編成と役割

分担、防災訓練の定期的な実施等に取り組んでおかなければならない。

また、日常的な施設、設備点検や定期清掃を行い(事前に危険個所等を発見した場合は直ちに、

市や関係機関へ連絡するなど適切な対応を図らなければならない。

3.対策本部の設置

緊急事態が発生した場合は、緊急対策本部を設置する。火災、事故、犯罪等の浅井文化ホール

で発生した場合(A)と、地震災害等の広範囲災害時で株式会社ロハス長浜が運営する施設全体に

発生した場合(B)で対策本部の設置が異なる。

対策本部の組織は以下の通りと定める。



(A)火災、事故、犯罪等の浅井文化ホールで発生した場合

(B)地震災害等の広範囲災害時で株式会社ロハス長浜が運営する施設全体に発生した場合

4.日 常の管理体制

(1)自 衛消防隊の組織

火災等の緊急事態が発生した場合に、施設の全社員が参画して、自衛消防活動を円滑かつ手際

指揮、命令、監督を行う代表取締役 辻 市夫本部長

本部長不在の時はその任務を代行する副本部長 総務部長

初動措置の指揮体制を図るとともに本部長ヘ

報告

自衛隊長 浅井文化ホール 館長

情報収集と通報連絡通報連絡

,肖 化 火災時の初期消火

来場者の避難誘導避難誘導

負傷者等の把握と救急処置救護

指揮、命令、監督を行う代表取締役 辻 市夫本部長

本部長不在の時はその任務を代行する副本部長 統括マネジャー

各施設の状況の確認及び本部長へ報告、各施設ヘ

の対応連絡

本部員 経理部長

総務部長

臨湖

支部隊長

高山キャンプ場

支部隊長

ウッディパル余呉

支部隊長

浅井文化ホール

支部隊長

初動措置の指揮体制を図ると

ともに本部へ報告

支配人 所 長館長 支配人

通報連絡 情報収集と通報連絡

,肖 化 火災時の初期消火

来場者の避難誘導避難誘導

救護 負傷者等の把握と救急処置



よく行うことができるように、館長は自衛消防隊を編成するとともに、原則隊長に就任し、緊急時に適

格かつ有効に機能させるために年間行事として、防火・防災訓練を行う。

また、建物・設備等に危険がないかどうかの点検、消火器・消火設備の確認、通路を塞ぐものがあ

れば排除し、必要な物資の整備、補充を行う。

なお、火災以外の緊急事態が発生した場合であつても、この自衛消防隊組織の機能を活用し、隊

員各自の役割の徹底を図つておくことが肝要である。

(2)防火管理者・防火責任者・火元責任者の設置

消防法の定めにより防火管理者を任命しなければならない。防火管理者は防火管理上の金責任

を負うことを自覚し、消防計画を作成して、次の業務を行うものとする。

(1) 消防計画の作成、変更および届出

(2) 消火、通報および避難の訓練の実施

(3) 建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検検査の実施および監督

(4) 消防用設備等の点検整備の実施および監督

(5) 防火対象物の法定点検の立ち合い

(6) 火気の使用または取扱いに関する指導監督

(7) 管理権原者に対する助言および報告

(8) 防火責任者に対する指導監督

(9) 全従業員に対する防災教育の実施

(10)放火防止対策の推進

(11)その他防火管理上必要な業務

また、建物火災予防および地震時の出火防止に万金を期すため、防火責任者を置き、

各担当の所管の室、倉庫等に火元責任者を置く。防火責任者、火元責任者は防火管理者が

指名を行うものとする。防火責任者は次の業務を行うものとする。

(1)担 当区域内の火気管理

(2)担 当区域内の部屋、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設および消防用設

備等の日常における維持管理

(3)担 当区域内の避難口および通路等の維持管理 (自 主検査を含む。)

(4)地震等における火気使用設備器具の安全確認

5.緊 急事態発生時の心得

(1)単独行動の禁止

緊急時には金社員が館長の指示に従い単独行動をしてはならない。また館長は全社員を掌



握し、安全確保に努めなければならない。

(2)人 命の尊重

自然災害や事故・火災発生等の場合は、人命の安全を最優先として対策を講じなければな

らない。

(3)緊 急時における業務の取扱い

緊急事態が発生したときは館長は直ちに全容の把握に努め本社へ報告する。事態の緊迫度

や広がりなどを勘案し、現地の判断で直ちに業務を停止することができる。状況によっては社員

の避難だけでなく、近隣近傍への避難の呼びかけを行わなければならない。

(4)報 告等

緊急事態が発生した場合は把握した内容を本社へ報告しなければならない。万が一、本社と

の連絡が途絶し、館長の責任の判断で処理せざるを得なかつた措置については、連絡回復時

に速やかに報告しなければならない。

(5)原状回復

館長は本社の緊急対策本部もしくは担当部と連絡協議し、速やかな原状回復に努める。災

害等により、業務の再開が困難もしくは不可能となった場合は本社と協議し指示を仰ぐ。

6=緊急時の連絡体制

緊急事態を発見、察知、予見した者は、直ちに上司もしくは館長に報告連絡し指示を仰ぐ。非常災

害呼び出し名簿を作成し、社員に配布し緊急時に備える。人事異動発令都度反映させ常に最新の

ものとする。緊急連絡名簿は本社総務部及び警備会社に提出する。

①火災

A営業時間内

現場社員 119通報

初期消火

避難誘導

館長 本社総務部連絡  TEL86-3821

市へ連絡  TEL65-6552

保守管理会社連絡  ヤンマービジネスサービス TEL65-3127

↓

B.営業時間画外



発見者 119通報

↓

警報機自動通報  l LL64-0819セコム

館長 本社総務部連絡 TEL86-3821

市へ連絡  TEL65-6552

保守管理会社連絡  ヤンマービジネスサービス TEL65-3127

↓

↓

社員 非常災害呼び出し名簿

②地震等

A営業時間内

現場社員 避難誘導

館長 本社総務部連絡 TEL86-3821

市へ連絡  TEL65-6552

保守管理会社連絡 ヤンマービジネスサービス TEL65-3127

↓

B.営業時間画外

震度 4以上の場合

館長 現場へ急行 異常発生

本社総務部連絡  TEL86-3821

市へ連絡  TEL65-6552

保守管理会社連絡 ヤンマービジネスサービス TEL65-3127

↓

社員 非常災害呼び出し名簿

7.緊急対応アクション

(1)災害発生時の行動

社員・来場者の安全確認 1.災害発生後、館長は社員の不安感、動揺を最小限にするた

めに声掛けを行う。(館長の声掛けがない場合は、その場の社員

相互に声掛けを行う。)



2.来場者の安全確保を最優先とする。

避難・退避 1.館長は安全が確保された状態を見極めて、避難誘導の指示

を出す。

2.来場者の安全確保を最優先とし、避難誘導する。

3.館長は最後に逃げ遅れた者はいないか最終確認を行ったうえ

で最後に退避する。

救護・搬出 1.けが人の応急処置、安全な場所への搬出を行う。

(2)地震発生等の帰宅困難者対応

帰宅困難な社員及び来場者が残留する場合は、館長が管理を行う。また市へ情報交換を図り配

給などの措置を講じてもらうよう交渉する。配給などは残留者の人数を踏まえて受領し、他の被害者

を十分考慮する。施設の入り口に残留者の氏名、連絡先等を記した紙を貼り存在を示す。

番号 氏 名 連絡先 備考

1 ○○OO(ら、りがな) ○○市○○町 1-2-3

2

3

合計 ○○人

避難等で移動する場合は備考fttlに移動先を明記する。

(3)安否確認

安否が確認できない社員及び社員の家族の安否の確認を行う。当日出勤していない社員につい

ても確認を行う。安否確認できない社員の氏名を対策本部へ報告する。行政機関へ不明者リストの

提供を行い捜索の依頼を行う。

(4)死者への対応

災害時に死者が出た場合には自治体が定めた処置方法に従つて対処する。また遺体に対して尊

厳を守るための措置を講じる。対策本部に死亡人員の報告を行い、事後対策の指示を受ける。

8.報告フローと情報共有

対策本部への報告 館長は避難により安全が確保された場合、以下の事項を対策本部へ報

告する

1.被災人数(社員の人数、来場者の人数)

2.けがの人数、けがの内容

3.安否確認できていない者の氏名

4.避難の状況(避難場所)



5.業務への影響(被災状況)

6.今後の対応

フ.必要な支援要請

対策本部からの指示 対策本部からの指示は現場責任者(館長)を経由しC行う。現場における

勝手な判断は行わず、必ず対策本部の指示・命令に従う。

万が一対策本部と連絡が取れない状況下では現場を管理する市へその

旨を報告し救護を要請する。

施設の状況 現場責任者(館長)は安全の範囲内で、設備状況確認を行い、状況報

告を行う。(設備の被災・被害状況、インフラの再開めど)

9.事後対応

(1)復 旧、業務再開の流れ

①施設の安全確認

設備の破損状況を確認する。業務に支障がないか設備点検業者に点検を依頼するぃ

管轄自治体へ連絡をし、応急危険判定士の診断を受け安全性の可否判断を受ける。

②業務再開の可否判断(事業の継続判断)

応急危険判定士の判定結果を受け、事業の継続(業務再開)に関する可否判断を行う。

③建物・施設・設備の損害の程度を勘案した復旧工事の必要性を見積り、市と協議を行い復旧工

事者を確保する。

④被災建物の警備体制

応急危険判定により「危険」の判定がなされた場合には、建物内に人員が立ち入らないように立

入禁止措置を講じる(立入禁止サインの設置、警備体制の確立など)。 通常のセキュリティシステ

ムが稼働しない恐れがあるため、金銭、重要書類の保護対策を講じる。

10.緊急連絡網

大規模な災害や事故が発生し、従業員間での情報共有や安否情報の報告、対策本部からの

指示を行う際には、「非常災害呼び出し名簿」を活用し、館長が緊急連絡網を平常時に作成し、

人事異動発生時に更新を行う。また、日常の警備会社へ依頼している連絡先も同時に更新する

こと。



非 常 災 害 呼 び 出 し 名 簿

氏   名 所 属 お よび 職 名 防 災 管 理 組 織 上 の 職 名 連絡 先 (電 話 )

(時間外などにおける追〕1呼び出し・ ホ ー ル の近くに居住する社協職員)

※個人情報のため氏名、連絡先は削除、現マニュアルには氏名、連絡先等が記載されています。



浅井文化ホール 緊急連絡網

館長 :

090

r 与
社員 A

080-

社員 B

090-

社員 C

090-

社員 D

090-

社員 E

080-

※個人情報のため氏名、連絡先を削除、現マニュアルには氏名、連絡先が記入してあります。



社外連絡先一覧

※個人情報の関係については削除しています。現マニュアルには記載しています

連絡先機関名 氏名 連絡先 備考

ヤンマービジネスサービス 見原正治 65-3127

080- (見原 )

設備点検

伊吹電気設備管理事務所 伊吹洋一 74-1990

090- (伊吹 )

受電設備

エムティアイ 06-6462-2181 吊り物

松村電気 06-6352-0245 照 明

キノンビクス 077-552-1144 音響

セコム 64-0819 セキュリティ

」A 74-3103 LPガス

エネサーブ 077-543-6345 電気

長浜水道企業団 62-4101 上下水道

湖北地域消防本部 62-0444

東浅井分署 73-2561

浅井出張所 74-1777

長浜警察署 62-0110

内保駐在所 74-0790

長浜赤十字病院 63-2111

長浜市民病院 68-2300

生涯学習文化課 65-6552 内線 844321

虎姫文化ホール 73-3001 内線 87111


